
建築確認申請台帳記載事項証明 申請方法について

１ 申請フロー（物件特定のため、申請前に確認をお願いします）

次のいずれかに該当するか
□長野市、松本市、上田市に存在する建築物
□岡谷市、飯田市、諏訪市、塩尻市、に存在する小規模な建築物
□都市計画区域外の木造住宅等（建築基準法第６条第１項各号に該当しないもの）
□小規模物置増築等（同法第６条第２項に該当するもの）
□古民家等建築基準法施行前の建築物（昭和25年以前に建築）
□指定確認検査機関に確認申請されたもの（平成11年以降に建築）

令和８年１月19日

確認済証・検査済証を紛失したため、建築確認申請台帳記載事項証明書が欲しい

明確

明確ではない

メールによる
仮申請へ

該当する 該当しない

証明できません
※建築確認が不要
な地域又は県の所
管ではない場合

閉鎖登記簿謄本、建物図面等で物件を特定するた
めの情報を入手してください
＜検索キーワードの例＞
確認申請時の地名地番、建築主名、用途、構造、
階数、確認等年月日・番号

※建築場所のみなど一部の情報しかない場合は特定できません

※上記フローで、申請いただいた場合でも台帳に該当する物件がない場合は、
証明ができません。ご了承ください。

２ 申請方法について

各市へ依頼
してください

長野県 台帳記載事項証明検索

長野県ホームページを確認
メールで申請

受理の
連絡

申請窓口へ来庁（裏面参照）
・手数料支払い
・受取

長野県ホームページこちら→

以下のうち全てあるいは複数の項目が明確である
①確認の番号及び年月日
②建築場所
③建築主の住所及び氏名
④建築物概要
（主要用途、敷地面積、工事種別、建築面積、
延べ面積、構造階数）
⑤検査済証番号及び年月日

入手後メールによる
検索キーワード
の提出へ

交付の注意点・問い合わせ先は裏面へ→



■手数料 １件400円 （収入証紙をお買い求めください）

建築確認申請台帳記載事項証明 交付・問い合わせ先等

■交付について：即日交付は行いません
申請後、こちらからのご連絡をお待ちください

■お断りする場合について
・知り得た情報が営利を目的として利用されるおそれがあるとき
・申請使用とする建築物等が特定されていないとき
・証明書が不正に利用されるおそれがあるとき

■申請・問い合わせ先

※特定行政庁（長野市、松本市、上田市）の建築物及び
限定特定行政庁（岡谷市、飯田市、諏訪市、塩尻市）の小規模な建築物は
各市にお問い合わせください。

佐久建設事務所 建築課 0267-63-3159 sakuken-kenchiku@pref.nagano.lg.jp

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、
立科町

上田建設事務所 建築課 0268-25-7142 ueken-kenchiku@pref.nagano.lg.jp

東御市、長和町、青木村

諏訪建設事務所 建築課 0266-57-2923 suwaken-kenchiku@pref.nagano.lg.jp

岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村

伊那建設事務所 建築課 0265-76-6830 inaken-kenchiku@pref.nagano.lg.jp

伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村

飯田建設事務所 建築課 0265-53-0433 iidaken-kenchiku@pref.nagano.lg.jp

飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、
喬木村、豊丘村、大鹿村

木曽建設事務所 整備・建築課 0264-25-2229 kisoken-kenchiku@pref.nagano.lg.jp

上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村

松本建設事務所 建築課 0263-40-1935 matsuken-kenchiku@pref.nagano.lg.jp

塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村

大町建設事務所 整備・建築課 0261-23-6524 omachiken-kenchiku@pref.nagano.lg.jp

大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村

長野建設事務所 建築課 026-234-9530 choken-kenchiku@pref.nagano.lg.jp

須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村

北信建設事務所 建築課 0269-23-0220 hokuken-kenchiku@pref.nagano.lg.jp

中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村
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